
 京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２７年１月９日 

京 都 市 教 育 委 員 会 

委員長職務代理 星川茂一 

京都市教育委員会規則第６号 

   京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 第３条の２第２項第１号中「６，４００円」を「８，０００円」に，「１２，８００円」

を「１６，０００円」に改め，同項第２号中「６，０００円」を「７，５００円」に改め，

同項第３号中「３，０００円」を「３，７５０円」に，「６，０００円」を「７，５００

円」に改め，同項第４号中「３，４００円」を「４，２５０円」に改め，同項第５号中

「２，４００円」を「３，０００円」に改める。  

   附 則  

 この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

（教育委員会事務局総務部教職員人事課） 


